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海
部
郡
生
活
グ
ル
ー
プ
協
議
会

か
い
ふ
あ
っ
た
か
市

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

日
時　
１
月
31
日
(火) 

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

　

個
人
か
法
人
か
に
よ
ら
ず
、
売
買

契
約
の
ほ
か
、
相
続
、
贈
与
、
法
人

の
合
併
な
ど
に
よ
り
、
森
林
の
土
地

を
新
た
に
取
得
し
た
場
合
に
、
事
後

の
届
出
と
し
て
森
林
の
土
地
の
所
有

者
届
出
が
必
要
で
す
。

　

届
出
は
、
所
有
者
と
な
っ
た
日
か

ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た
土
地
が

あ
る
市
町
村
の
長
に
届
出
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
届
出
を
し
な
い
、
又
は
虚

偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
10
万
円

以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

役
場
産
業
振
興
課

　

☎
77-

３
６
１
７

　

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
場
合

は
、
森
林
法
に
基
づ
き
、
事
前
に「
伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

届
出
者　
森
林
所
有
者
が
自
ら
伐
採

を
す
る
と
き
は
、
森
林
所
有
者
。

　

立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
を
す
る

と
き
は
、
買
受
人
と
森
林
所
有
者
の

連
名
。

届
出
時
期　
伐
採
を
開
始
す
る
日
の

90
日
〜
30
日
前

届
出
先　
伐
採
す
る
森
林
が
あ
る
市

町
村

罰
則　
届
出
を
し
な
い
場
合
、
１
０

０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す（
森
林
法
第
２
０

７
条
）。

お
問
い
合
せ
先

役
場
産
業
振
興
課

　

☎
77-

３
６
１
７

※
な
お
、「
保
安
林
」の
立
木
を
伐
採

す
る
場
合
は
、
県
の
許
可
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
、
県
南
部
総
合

県
民
局
林
務
担
当（
☎
74-

７
４

８
２
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

放
送
大
学
で
は
平
成
29
年
度
第
1

学
期（
4
月
入
学
）の
学
生
を
募
集

中
で
す
。

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学
ぶ
通

信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

○
15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
１
科
目
か

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

○
18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

持
ち
の
方
な
ら
、
入
学
試
験
は
な

く
、
全
科
履
修
生
と
し
て
入
学
で

き
、
４
年
以
上
在
学
し
て
、
124
単

位
を
修
得
し
卒
業
す
る
と
、
学
士

（
教
養
）の
学
位
を
取
得
で
き
ま
す
。

○
一
つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び
た

い
方
に
は「
放
送
大
学
エ
キ
ス
パ

ー
ト
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

出
願
期
間
は
、
第
1
回
が
2
月
28

日
ま
で
、第
2
回
は
3
月
20
日
ま
で
。

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。

　

お
気
軽
に
放
送
大
学
徳
島
学
習
セ

ン
タ
ー（
☎
0
8
8-

6
0
2-

0
1
5
1
）ま
で
ご
請
求
下
さ
い
。

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

　

ゆ
ず
酢
の
お
寿
司
、
お
餅
、
う
い

ろ
う
等
の
手
作
り
加
工
品
、
新
鮮
な

野
菜
等
を
販
売
し
ま
す
。

　

地
域
の
特
産
物
が
入
っ
た
４
種
類

の
地
産
地
消
弁
当
40
食
も
販
売
！！

日
時　
２
月
12
日
(日) 

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所　
美
波
町　

道
の
駅
日
和
佐　

　
　
　

物
産
館
横
特
設
テ
ン
ト

※

「
四
国
の
右
下
・
ま
け
ま
け
マ
ル

シ
ェ
」と
合
同
で
開
催
し
ま
す
♪

お
問
い
合
せ
先

海
部
郡
生
活
グ
ル
ー
プ
協
議
会

（
事
務
局
）美
波
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
74-

７
４
９
２

　

現
在
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金（
第
10
回
特
別
弔
慰
金
）

請
求
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

支
給
の
対
象
者

　

平
成
27
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
や
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方（
戦
没
者

等
の
妻
や
父
母
等
）が
い
な
い
場
合

に
、
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
特

別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
請
求
で
き
る
範
囲
に
は
細
か
い
条

件
あ
り
ま
す
。】

　

請
求
期
間
は
平
成
30
年
４
月
２
日

ま
で
で
す
。

※

請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
特
別
弔
慰

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
請
求
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認

書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

代
理
人
の
場
合

○
請
求
者
本
人
の
、
個
人
番
号
通
知

カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

○
委
任
状

■
徳
島
県
最
低
賃
金

　
　
　
　
　

時
間
額　
７
１
６
円

（
平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
）

■
徳
島
県
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

○
造
作
材
・
合
板
・
建
築
用
組
立
材

料
製
造
業

　
　
　
　
　

時
間
額　
8
２
４
円

（
平
成
28
年
12
月
21
日
か
ら
）

○
は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用
機
械

器
具
、
業
務
用
機
械
器
具
製
造
業

　
　
　
　
　

時
間
額　
８
５
７
円

（
平
成
28
年
12
月
21
日
か
ら
）

○
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回

路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信

機
械
器
具
製
造
業

　
　
　
　
　

時
間
額　
8
２
２
円

（
平
成
28
年
12
月
21
日
か
ら
）

お
問
い
合
せ
先　
徳
島
労
働
局
労
働

基
準
部
賃
金
室
ま
た
は
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
へ

☎
０
８
８-

６
５
２-

９
１
６
５

FAX
０
８
８-

６
２
２-

３
５
７
０

http://tokushim
a-roudoukyoku

.jsite.w
hlw
.go.jp

ご
検
討
く
だ
さ
い「
業
務
改
善
助
成
金
」

御
注
意！

農地を耕作せずに放置すると
税金が上がることがあります。
農地を耕作せずに放置すると
税金が上がることがあります。

農地の固定資産税の課税強化・軽減について
■平成２８年度国の税制改正により、荒れた農地や十分管理さ
れていない農地を放置すると、固定資産税が1.8倍に増額さ
れることがあります。
　平成２９年１月に農業委員会から勧告される農地については、
固定資産税が1.8倍になります。
　（平成２９年１月現在で勧告される農地はありません。）
　農地中間管理機構への貸付けの意向が示されれば、勧告はさ
れず、固定資産税は上がりません。
※すでに森林化しているなど農地として再生不可能であるとし
て、農業委員会が非農地と判断したときは、山林・原野など
の現況地目での課税になります。
■平成２８年度以降に農地中間管理機構に所有する農地を貸せ
ば、翌年から固定資産税が半額になります。
　所有する農地（１０アール未満の自作地は残せます。）を、平成
２８年度以降新たに、農地中間管理機構に１０年以上の期間で
貸し付けたときは、次の期間にわたり、貸し付けた農地の固定
資産税が２分の１に軽減されます。
①１０年以上１５年未満の期間で貸し付けたときは３年間
②１５年以上の期間で貸し付けたときは５年間

問い合わせ先　美波町産業振興課（☎７７－３６１７）


